
⑦職員手当の状況

▼ 時間外手当（普通会計決算）

２５，８７７千円 ３３２千円
支給総額区　分

令和６年度
一人当たり支給年額

▼ 退職手当（令和７年４月１日現在）
自己都合区　分

勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度

勧奨・定年
１９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分
２８．０３９５月分 ３３．２７０７５月分
３９．７５７５月分 ４７．７０９月分
４７．７０９月分 ４７．７０９月分

▼ 扶養手当（令和７年４月１日現在）
他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受け
ている扶養親族のある職員に支給

▼ 通勤手当（令和７年４月１日現在）
通勤距離が片道２㎞以上で交通機関、自家用車等
を利用する職員に支給

▼ 住居手当（令和７年４月１日現在）
自ら居住するための住宅を借り受け、月額１６，０００
円を超える家賃を支払っている職員に支給（家賃
の額に応じ２８，０００円を限度に支給）

○部門別職員数の状況（各年とも４月１日現在）
区　分

部　門

一般行政

特別行政

水　道
下 水 道
そ の 他
小　計

小　計

普　

通　

会　

計

特
別
会
計

合　　計

職 員 数 対前年
増減数 主な増減理由

令和６年 令和７年

０

▲１
▲１
▲３

▲１
０

１

▲３

１

▲２

０
０

０
０

▲１

９２人
２９人
２９人

１２１人
４人
６人

１２人
２２人

１４３人

９人
２人
６人

１２人
２２人
１１人
２７人
３人

出向職員の補充

０

９４人
３０人
３０人

１２４人
４人
５人

１３人
２２人

１４６人

９人
２人
６人

１４人
２３人
１０人
２７人
３人議　会

総　務
税　務
民　生
衛　生

農林水産

土　木
小　計
教　育
小　計

商工（労働含む）

定員管理定員管理

退職等による減

退職による減

人員配置見直しによる減

人員配置見直しによる増

退職による減

▲２

▼ 期末・勤勉手当（令和６年度支給割合）

１．２２５月分 １．０２５月分
１．２７５月分 １．０７５月分
２．５０月分 ２．１０月分

期末手当区　分
６月期
１２月期

計

勤勉手当

区　分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ/Ａ） （ 参　考 ）
令和５年度の人件費率

令和６年度 １４，１２４人 ９，０２６，７０４千円 １，３５９，７４７千円５５６，３４０千円 １５．１％ １６．０％

①人件費の状況（普通会計決算）

＊住民基本台帳人口は令和７年３月３１日現在。人件費には、特別職に支給された給料・報酬等も含まれます。

３人
（３．４９％）

１級
（主事補・主事）

１８人
（２０．９３％）

２級
（主事）

１６人
（１８．６０％）

３級
（主任）

１３人
（１５．１２％）

６級
（課長）

４人
（４．６５％）

７級
（部長）

１８人
（２０．９３％）

４級
（係長・主査）

１４人
（１６．２８％）

５級
（課長補佐）

区　分
（標準的な職務）

職 員 数
（ 構 成 比 ）

⑥一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

２９８，３００円
該当者なし

区　　分 経験年数１０年以上１５年未満
３３７，４００円

経験年数１５年以上２０年未満
３８６，７００円
３６３，７００円

経験年数２０年以上２５年未満

一般行政職
大学卒
高校卒

⑤職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

区　　分

一般行政職
大学卒
高校卒

初任給月給
③職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

３３４，５００円

２２０，０００円
１８８，０００円

４１歳９月
２９０，７００円 ５５歳１月

区　分 平均給料月額 平均年齢
一般行政職
技能労務職

④職員の平均給料月額（令和７年４月１日現在）

区　分

令和７年度

職員数（Ａ）
給　　　　　　与　　　　　　費

一人当たり（Ｂ/Ａ）給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

②職員の給与費の状況（普通会計予算）

＊職員手当に退職手当は含まれません。給与費は１２月補正計上のものです。職員数は特別会計職員を除きます。
１２２人 ４９４，２５０千円 ９３，６８４千円 ２０８，５５１千円 ７９６，４８５千円 ６，５２９千円

■問合せ　総務課人事給与係☎０２９－８８５－０３４０（内）２０４

村職員の給与と定員管理等の状況を公表します

年間３．４５月分
６６６，０００円
５４６，０００円
４９４，０００円

区　分
村　　長
副 村 長
教 育 長

給料・報酬月額 期末手当

年間３．４５月分
３２６，０００円
２９６，０００円
２８６，０００円

議　　長
副 議 長
議　　員

⑧特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

職員の給与の状況職員の給与の状況

２６７，０００円

「高齢者虐待」は誰にでも起こりうる問題です。虐待者＝悪者というわけではありません。虐待が起
こる要因を見つけ、虐待されている人だけではなく、虐待をしてしまう人に対しても支援すること
が必要です。
虐待に限らず、高齢者に関してのご相談がありましたら、地域包括支援センター（福祉介護課内）ヘ
遠慮なく連絡してください。

虐待を防ぐために地域でできること

ご近所に高齢者や介護している家族がいたら声をかけ、地域から孤立させないようにし
ましょう。

高齢者の中にはセルフネグレクト※ により、周囲の気づきや支援が必要なケースもあり
ます。「様子がおかしいな？」と感じたら、地域包括支援センターへご連絡ください。

夜になっても部屋の明かりがつかない、新聞が何日もたまっているなど、通常と違う様
子がないか、地域で見守りましょう。

このような行為が虐待にあたります

▶叩く、蹴る、つねる、やけどを負わせる
▶ベッドに縛りつける
▶外から鍵をかけて閉じ込める　など

▶怒鳴る、ののしる、悪口をいう
▶子ども扱いする
▶高齢者が話しかけても無視する　など

▶排泄の失敗に対しての罰として裸で放置する
▶わいせつな行為を強要する　など

▶高齢者の年金や預貯金を同意なく使う
▶日常生活に必要な金銭を渡さない　など

▶食事や水分を与えない
▶入浴させない、オムツを替えない
▶必要な医療・介護サービスを利用させない
▶室内にゴミを放置するなど不衛生な環境の中で生活させる　など

みんなで防ごう！
　  　　 「高齢者虐待」

■問合せ　美浦村地域包括支援センター（福祉介護課内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎０２９－８８５－０３４０（内）１３５
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